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○ ２０３０年までを視野に入れた電力需給を巡る情勢は、大きな変化の中にある。時には相克す

る多くの環境変化に直面。不確実性・不透明性の高まりの中で、広いスタンスを取って電力需給

を考えなければならない時代。
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を考えなければならない時代。
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６．２０１３年以降の温暖化対策の枠組みの不透明性

７．高品質な電力を求める需要家の増加

８．供給信頼性への関心の高まり

９．戦後初めての頭打ちも視野に入った電力需要の成熟化
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・２０３０年の韓国の電力需要は、中国の増加分の約１割相当の増加となる見通し。（２００２年：３０２０億ｋＷｈ→２０３０年：７０１０億ｋＷｈ）

・ＡＳＥＡＮのうちインドネシア、フィリピンでは、今後１０年で電力需要は２倍強に、その他の国でも大きく増加の見通し。
（［インドネシア］２０００年：７８１億ｋＷｈ→２０１０年：１，８６６億ｋＷｈ、［フィリピン］２００１年：４４１億ｋＷｈ→２０１１年：１，１０２億ｋＷｈ）

・２０３０年の韓国の電力需要は、中国の増加分の約１割相当の増加となる見通し。（２００２年：３０２０億ｋＷｈ→２０３０年：７０１０億ｋＷｈ）

・ＡＳＥＡＮのうちインドネシア、フィリピンでは、今後１０年で電力需要は２倍強に、その他の国でも大きく増加の見通し。
（［インドネシア］２０００年：７８１億ｋＷｈ→２０１０年：１，８６６億ｋＷｈ、［フィリピン］２００１年：４４１億ｋＷｈ→２０１１年：１，１０２億ｋＷｈ）

１．不透明性と複雑さを増す国際情勢の下、エネルギー安全保障への意識の高まり
（１）アジアリスクの顕在化

○ これまでのエネルギー安全保障の関心の焦点は、石油の供給地たる中東情勢。今後は
需要増の著しい中国をはじめとするアジアが、エネルギー安全保障上の関心地域に浮上。

○ これまでのエネルギー安全保障の関心の焦点は、石油の供給地たる中東情勢。今後は
需要増の著しい中国をはじめとするアジアが、エネルギー安全保障上の関心地域に浮上。

電力需要の現状電力需要の現状

中国の電力需要の伸び
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２００３年は全国の省市のうち１９（北京、上海、広東、
江蘇など）で広域停電あるいは使用制限。

既に中国は世界で第２位の電力消費大国。２００３年
の電力需要は、１兆８，９１０億ｋＷｈ（１位は米国：３
兆３９７０億ｋＷｈ。ちなみに日本は約１兆ｋＷｈ）

３億８，４５０万ｋＷ中 国

２億６，６１０万ｋＷ日 本

現在の発電設備容量

問題は電源を何でまかなうか。石炭？石油？原子力？水力？ＬＮＧ（天然ガス）？
問題は電源を何でまかなうか。石炭？石油？原子力？水力？ＬＮＧ（天然ガス）？

【中国】

【韓国・東南アジア】

今後の電力需給今後の電力需給

2000年における中国の電源構成
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火力（石炭）

火力（石油）

火力（ガス）

水力

原子力

その他

国家電網公司の見通しによれば、２０２０年には９億ｋＷ以上の発電
設備が必要。〈注：国家発展・改革委員会の見通しでは２０２０年では８億ｋＷ〉

平均すると毎年３，０３５万ｋＷの電源設備が必要。毎年毎年、中部電
力一社分の総発電容量が増加する計算。
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１．不透明性と複雑さを増す国際情勢の下、エネルギー安全保障への意識の高まり
（２）エネルギー安全保障の取組を強化する諸外国

韓国の動き

・石油備蓄の増強を２００８年までに１２０日（国備60日、民備60日）（2003年末時点で７３日）

・原子力発電所を２０１５年までに新たに１０基建設（現在１８基、１５７２万ｋＷ）

・２００２～０３年にＬＮＧ輸入契約を締結（豪州［７年間：５０万ｔ/年］、マレーシア［７年間：150～200万ｔ/年］）

・原油供給源多角化に向け、韓国内大陸棚開発事業を実施、中東産油国との資源外交を強化

中国の動き

・２００３年の石油消費の伸びは１０％を超え、輸入が急増
（原油輸入量 ２００２年：７０００万トン→２００３年：９０００万トン）

・２０１５年に現在の日本の石油輸入量を上回るとのIEAの見込み
・３大石油企業が原油の自主開発推進、石油製品の生産拡大、経

営の国際化へ
・天然ガスの積極的な導入

（２００３年「西気東輸」計画、２００５年ＬＮＧ輸入開始）

・石炭の海外への出荷抑制→石炭のスポット市場価格が上昇
（２００３年夏頃：２３～２４$/t→２００４年３月中旬：５０$/t程度）

・政治家トップによる資源外交を活発化（右表参照）

欧米の動き

・政策の基本方針をエネルギー安全保障重視にシフト
（グリーンペーパー（ＥＵ）、国家エネルギー政策、戦略計画（米国））

・米国はＬＮＧ基地建設に注力（ＬＮＧ基地の建設計画：ロサンゼルス（２００７年稼働、６９０万ｔ／年）、ロングビーチ
（２００７年稼働、４８３万ｔ／年）、テキサス（２００７年稼働）など）

・１９９９年１０月 江沢民国家主席、サウジアラビア訪問。
石油分野含む協力で合意

・２０００年６月 イランの大統領訪中、エネルギー分野を含
む協力関係を強化する共同コミュニケに調印

・２０００年７月 江主席、トルクメニスタン訪問。天然ガスパ
イプラインの調査実施で合意

・２００１年７月 江主席、東シベリアー中国間の原油パイプ
ラインにからみ合意

・２００２年４月 江主席、リビア、イランと石油や天然ガス開
発の協力協定締結

・２００３年９月 中国側企業がカザフスタンと石油・ガスの協
力協定に調印

・２００３年１０月 オーストラリアでの天然ガスの購入などで
胡錦濤主席が調印式に出席

・２００４年１-２月 胡主席がガボン、アルジェリアなどを訪問
（出典：石油公団、資源エネルギー庁調べ）
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・２００３年９月 中国側企業がカザフスタンと石油・ガスの協
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○ 燃料電池開発と水素製造等の技術開発の進展に伴い、水素社会の萌芽がみられる。

○ 水素社会実現のためには、解決すべき技術的・経済的課題が多く残されているが、燃料電池に

よる電力供給の可能性が視野に入る時代となっている。

○ 燃料電池開発と水素製造等の技術開発の進展に伴い、水素社会の萌芽がみられる。

○ 水素社会実現のためには、解決すべき技術的・経済的課題が多く残されているが、燃料電池に

よる電力供給の可能性が視野に入る時代となっている。

２．電力供給の形態を変革する可能性を持つ技術の胎動２．電力供給の形態を変革する可能性を持つ技術の胎動

HONDAの太陽電池式水素ステーション(2001年から実験中）

出典：本田技研工業㈱ホームページ

家庭用PEFCコジェネレーションシステムの設置例

出典：東北電力㈱ホームページ

ＰＥＭ燃料電池
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○ 電気事業制度改革により、特定電気事業者、ＩＰＰ、ＰＰＳなど新たな電力供給主体が増加してい

る。今後更なる制度整備、需要家ニーズに即した供給形態等により浸透していくものと考えられる。

○ 電気事業制度改革により、特定電気事業者、ＩＰＰ、ＰＰＳなど新たな電力供給主体が増加してい

る。今後更なる制度整備、需要家ニーズに即した供給形態等により浸透していくものと考えられる。

３．制度改革等により多様化する電力供給主体３．制度改革等により多様化する電力供給主体

（１）新たな電気事業主体の登場（１）新たな電気事業主体の登場

出典：六本木エネルギーサービスパンフレットから抜粋

特定電気事業者：
限定された区域に対し、自らの発電設備や電線路を用いて、電
力供給を行う事業者

（例）諏訪エネルギーサービス、ＪＲ東日本、ＪＦＥスチールなど
６社： ２７万ｋＷ

ＩＰＰ（卸供給事業者）：
１０電力会社に電気を供給する者で、一定の出力と期間の条件
をもって供給契約を行う事業者（卸電気事業者以外の者）

（例）新日本製鐵、新日本石油、トーメンなど
２９社： ６６０万ｋＷ

ＰＰＳ（特定規模電気事業者）：
使用最大電力が２，０００ｋＷ以上の大口需要家に対して、１０
電力会社が有する電線路を通じて電力供給を行う事業者。

（例）ダイヤモンドパワー、イーレックス、エネットなど
１３社： ３８８万ｋＷ（届出出力）

合計 １，０７４万ｋＷ

供給主体の多様化平成７年の電気事業法改正により創設された特定電
気事業の例：六本木エネルギーサービスによる六本
木ヒルズへの熱電併給（テレビ朝日、六本木ヒルズゲートタワーへ

の電力供給はない）

電源：ガスタービン（ＬＮＧ）
出力：合計３８，６６０ｋＷ
出資者：森ビル㈱、東京ガス㈱
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３．制度改革等により多様化する電力供給主体３．制度改革等により多様化する電力供給主体

（２）自家発の増加（２）自家発の増加
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○ 自家用発電設備による発電電力量及び電力需要全体に占める比率とも、石油危機による燃料

価格の高騰が落ち着いて以降、徐々に増加する傾向。

○ 最近では、コージェネレーション(熱電併給) 導入の進展が顕著な一方で、これまで導入されて

いる設備は、化石燃料を使用するものが多い。

○ 自家用発電設備による発電電力量及び電力需要全体に占める比率とも、石油危機による燃料

価格の高騰が落ち着いて以降、徐々に増加する傾向。

○ 最近では、コージェネレーション(熱電併給) 導入の進展が顕著な一方で、これまで導入されて

いる設備は、化石燃料を使用するものが多い。

出典：電気事業便覧

自家発の消費量と自家発比率の推移 コージェネレーション設備の導入状況

出典：日本コージェネレーションセンター

自家発の燃料構成
（平成１３年度熱量ベース）

石油製品

36%

石炭製品

37%

都市ガス

5%

その他

22%

出典：資源エネルギー統計を用いて計算

13.7%
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○ 戦後の水主火従の電源開発政策、石油危機後の石油代替エネルギーの開発導入促進により

電源構成は大きく変化するとともに 、近年新エネルギー利用が図られている。

○ 特に水力から石油へ、石油から石炭、ＬＮＧ、原子力へという変化が顕著。現在は、原子力を基

幹電源としつつ、それぞれがある程度の割合でミックスした電源構成を実現。

○ 戦後の水主火従の電源開発政策、石油危機後の石油代替エネルギーの開発導入促進により

電源構成は大きく変化するとともに 、近年新エネルギー利用が図られている。

○ 特に水力から石油へ、石油から石炭、ＬＮＧ、原子力へという変化が顕著。現在は、原子力を基

幹電源としつつ、それぞれがある程度の割合でミックスした電源構成を実現。

４．時代の要請に応じて変遷する電源構成４．時代の要請に応じて変遷する電源構成

出典：電源開発の概要等

電力会社の電源構成（発電電力量ベース）の推移

・大幅な新規開発を見込
むには限界

・経済性は劣位

・純国産の再生可能エネ
ルギー

・発電過程でＣＯ２を排
出しない

水力 、 地熱

・燃料輸送費が高い
・インフラ整備が必要
・燃料調達が硬直的

・燃料の調達先が分散し
ているＬ Ｎ Ｇ

・社会的受容性の変動な
ど、将来の動向に不確実
性がある

・共通原因による運転制
約が発生する可能性が
ある

・ウラン資源が政情の安
定した地域に賦存

・核燃料サイクルにより
準国産エネルギーとし
て活用可能

・発電過程でＣＯ２を排
出しない

原 子 力

・出力が不安定
・経済性は劣位

・発電過程でＣＯ２を排
出しない

新エネルギー

・燃料調達先は中東に一
極集中的に依存

・経済性は劣位
・燃料備蓄量が豊富石 油

・発電過程でＣＯ２の排出
量が多い

・資源量が豊富
・燃料の調達先が分散、

安定している
石 炭

デメリットメリット

電源別の特徴
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６０年代 ７０年代 ８０年代 ９０年代 申入時期

基数

１０年未満

１０年～１９年

２０年以上

○ 安全性や環境保全に係る地元住民の強い関心、電力需要の伸びの鈍化などにより、原子力立
地にかかる年数は長期化する傾向にある。

○ 原子炉に係る技術的な安全の確保だけでなく、安心を求める傾向が高まっている。

○ 原子力立地地域の振興に係る具体的対応が、従来にも増して地元の関心になっている。

○ 地元情勢等により進展の見込めない原子力開発計画は中断するものも見られる。

○ 安全性や環境保全に係る地元住民の強い関心、電力需要の伸びの鈍化などにより、原子力立
地にかかる年数は長期化する傾向にある。

○ 原子炉に係る技術的な安全の確保だけでなく、安心を求める傾向が高まっている。

○ 原子力立地地域の振興に係る具体的対応が、従来にも増して地元の関心になっている。

○ 地元情勢等により進展の見込めない原子力開発計画は中断するものも見られる。

５．原子力を巡る情勢（その１）５．原子力を巡る情勢（その１）

原子炉の立地申入れ年代別基数
（運転開始までに要した年数別）

※９０年代の３基については、現在、建設中。

※７０年代（２０年以上）の１基については、現在、建設中。

我が国の原子炉の基数及び出力の推移
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5251

47

36

26

20

7

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1970～74 1975～79 1980～84 1985～89 1990～94 1995～99 2000～2004

年

万kW

0

10

20

30

40

50

基数

設備容量（ストック）；左目盛

基数（ストック）；右目盛
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５．原子力を巡る情勢（その２）５．原子力を巡る情勢（その２）

六ヶ所再処理工場の稼働に向けたスケジュール（予定）
ウラン試験の開始 平成16年4月
アクティブ試験の開始 平成17年4月
竣工・操業開始 平成18年7月

60／30330東海第二日本原子力発電

240／1001,100高浜関西電力

140／1401,360福島第二原子力東京電力

余裕容量／１取替分
（tU）

管理容量
（tU）

発電所名会社名

使用済燃料のサイト内保管状況（２００３年３月末時点）

２０３０年における経過年数別原子炉基数
（現在までに運転開始した原子炉のみ）

4,574.2 8852合 計

82.5 831２６～３０年

471.7 1184３１～３５年

1,108.6 10111３６～４０年

958.9 9610４１～４５年

473.9 796４６～５０年

1,105.9 8513５１～５５年

372.7 567５６～６０年

(万kW）（万kW）経過年数

合計出力平均出力
基数

2030年における

○ 昨年、自主検査記録の不正記載問題を契機として、関東圏に電力を供給している東京電力の原

子炉１７基全てが停止する状況となり、夏期の電力需給逼迫が懸念される事態が発生。

○ 我が国最初の商業用原子力発電所である東海発電所は既に１９９８年に運転を終了。また、今

後、多くの原子炉が高経年化。

○ バックエンドの中核たる再処理事業が具体化の段階に。
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○ 電気事業連合会関係１２社は、１９９６年に「電気事業における環境行動計画」を策定し、ＣＯ２

排出を削減する目標として、「２０１０年度における使用端ＣＯ２排出原単位を、１９９０年度実績か

ら２０％程度低減（０．３４ｋｇ－ＣＯ２／ｋＷｈ程度）するよう努める」こととしている。

○ 現在（２００２年度）は、１９９０年度比３％の低減にとどまるが、建設中の原子炉の運転開始等

も見込まれており、目標達成に向けて、手を緩めずに努力を継続することが必要な状況。

○ 電気事業連合会関係１２社は、１９９６年に「電気事業における環境行動計画」を策定し、ＣＯ２

排出を削減する目標として、「２０１０年度における使用端ＣＯ２排出原単位を、１９９０年度実績か

ら２０％程度低減（０．３４ｋｇ－ＣＯ２／ｋＷｈ程度）するよう努める」こととしている。

○ 現在（２００２年度）は、１９９０年度比３％の低減にとどまるが、建設中の原子炉の運転開始等

も見込まれており、目標達成に向けて、手を緩めずに努力を継続することが必要な状況。

６．６． ２０１３年以降の温暖化対策の枠組みの不透明性２０１３年以降の温暖化対策の枠組みの不透明性

電気事業におけるＣＯ２排出原単位の推移
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○ ＩＴ化の進展や製造品に求められる加工精度の精緻化等により、機器の動力源であ
る電力に高品質を求め、瞬時電圧低下（瞬低）や僅かな周波数変動などが発生しな
いシステムを独自に構築する需要家が増大。

○ ＩＴ化の進展や製造品に求められる加工精度の精緻化等により、機器の動力源であ
る電力に高品質を求め、瞬時電圧低下（瞬低）や僅かな周波数変動などが発生しな
いシステムを独自に構築する需要家が増大。

品質別電力
供給センター

工場 事務所１

事務所３

店舗

系統電力

事務所２

高品質電力

標準質電力

分散型電源(燃料電池、ﾏｲｸﾛｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ)Ｇ

品質別電力供給システムの実証研究も開始
【需要家の事業活動の鍵を握る電力品質】

・ ＩＴ機器の普及は、コンピュータの誤動作等
が経営の根幹に関わるほどに浸透し、電
力品質が極めて重要

→ インテリジェントビル
データセンター 等

・ 半導体の露光工程など超高精度の加工を
要求される機器の制御において、電力品質
が製品品質に直接影響

→ 半導体工場
アルミ圧延
紡績工場 等

７．高品質な電力を求める需要家の増加７．高品質な電力を求める需要家の増加
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変電所の短絡事故と火災発生の連絡ミスなど、設
備故障が主たる原因

[地域]サンフランシスコ市の約1/3
[規模]約１２万軒

１２月２０日 １７：３０頃

【復旧：２１日２３：５５頃】

サンフランシスコ

停電

予測を大幅に上回る需要増に発電設備の能力増
強が追いついていないため

[地域]

北京、上海、広東省、江蘇省など

２００３年夏

１９にのぼる省市で、数次
にわたり使用制限もしくは
広域停電

中国

国際連系線に過大な電流が流れた上に、スイスと
の送電線支障に伴う負荷調整の遅れなど、運用
管理上の問題が主たる原因

[地域]ほぼイタリア全土

[規模]約６００万ｋＷ

９月２８日 ３：３０頃

【復旧：２８日８：００】

イタリア停電

国際連系線の保守作業期間中における機器故障
と短絡事故の発生など、設備故障が主たる原因

[地域]ﾃﾞﾝﾏｰｸ東部・ｽｳｪｰﾃﾞﾝ南部

[規模]約４８５万ｋＷ

９月２３日 １２：３７

【復旧：２３日１９：０５】

北欧停電

定期検査による送電線停止エリアでの、変電所故
障など、直接的には設備故障が主たる原因

[地域]ロンドン南部・ケント州

[規模]約７２．４万ｋＷ

８月２８日 １８：２０

【復旧：２８日１９：１５】

ロンドン停電

米加合同タスクフォース中間報告書によれば、

①電力会社による不適切な状況把握

②不十分な設備管理（送電線下の樹木の伐採）

③信頼度ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの不適切な判断支援

など、運用管理上の問題が主たる原因

[地域]米国北東部・カナダ南東部

[規模]約6,180万ｋＷ（100基以上
の発電所が停止）

８月１４日 １６：００過ぎ

【復旧：１６日１０：００ほぼ
完全復旧】

北米北東部停電

発 生 原 因地 域 ・ 規 模発生日時（2003年）名 称

○ ２００３年は世界各地で大規模停電が集中した年。
○ 送電ネットワークの的確な運用など、燃料調達以外での供給信頼性への関心が高まって

いる。

○ ２００３年は世界各地で大規模停電が集中した年。
○ 送電ネットワークの的確な運用など、燃料調達以外での供給信頼性への関心が高まって

いる。

８．供給信頼性への関心の高まり８．供給信頼性への関心の高まり
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○ 電力需要は当面、産業構造の転換、世帯数
や業務床面積の増加、電力化率の上昇などに
より引き続き上昇するが、2020年以降には、世
帯数減少や業務床面積の頭打ち、民生部門で
の省エネ努力等により、伸び率は大幅に鈍化す
ることが見込まれる。

○ また、経済成長の動向やさらなる省エネの浸
透などによっては、長期的な電力需要が頭打ち
になる可能性も出てきている。

○ 電力需要は当面、産業構造の転換、世帯数
や業務床面積の増加、電力化率の上昇などに
より引き続き上昇するが、2020年以降には、世
帯数減少や業務床面積の頭打ち、民生部門で
の省エネ努力等により、伸び率は大幅に鈍化す
ることが見込まれる。

○ また、経済成長の動向やさらなる省エネの浸
透などによっては、長期的な電力需要が頭打ち
になる可能性も出てきている。

９．戦後初めての頭打ちも視野に入った電力需要の成熟化９．戦後初めての頭打ちも視野に入った電力需要の成熟化

出典：第４回需給部会資料、総合エネルギー統計

電力需要の見通し
（第４回需給部会）

年平均＋1.0％
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出典：（社）日本電機工業会

冷凍冷蔵庫の省エネ性能の推移

代表的な機器による
年間消費電力量
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+3.2％+4.3％+13.0％
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○ 電力需給を巡る不確実性・不透明性が高まる中では、将来の様々なリスクに的確に対応できる

よう、多様な選択肢が代替手段も含めて確保され、必要とされる対応策に電気事業者や需要家

等の関係者が適切な役割を果たせる仕組みを構築することが基本となるのではないか。

○ 電力の安定供給確保、環境との調和、これを十分に踏まえた効率性の向上という基本方針の

下で、この考え方を展開した際の方向性は以下のようなものではないか 。

○ 電力需給を巡る不確実性・不透明性が高まる中では、将来の様々なリスクに的確に対応できる

よう、多様な選択肢が代替手段も含めて確保され、必要とされる対応策に電気事業者や需要家

等の関係者が適切な役割を果たせる仕組みを構築することが基本となるのではないか。

○ 電力の安定供給確保、環境との調和、これを十分に踏まえた効率性の向上という基本方針の

下で、この考え方を展開した際の方向性は以下のようなものではないか 。

ⅡⅡ．現状の評価と今後の方向性．現状の評価と今後の方向性

【１．電力の安定供給確保】

不確実性・不透明性の増大、すなわちこれによるリスクの存在を前提に、リスク対応への感度を

高め、国内の供給信頼性の確保も含めた安定供給対策を検討すべきではないか。この際、電源

構成での対応に加え、分散型電源の活用などの供給形態や供給主体の多様化も視野に入れて、

強靱かつ柔軟な電力供給システムを構築するとの考え方が有効ではないか。

【２．環境との調和】

地球温暖化への対応については、中長期的観点から技術開発による対応に全力を挙げるとと

もに、２０３０年までの枠組みが不透明な現状においては、事業者と需要家の自主性と創意工夫

が発揮される環境整備をはじめとした取組により、ＣＯ２排出原単位の一層の改善を図りつつ、諸
外国に遜色のない水準を維持強化する努力をすべきではないか。

【３．効率性の向上】

公平・公正な市場環境の下で競争が行われる制度を整備し、供給信頼性の確保を前提として、

多様な供給主体の登場などを通じた効率性の向上を図っていくべきではないか。
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○ 化石燃料の枯渇という懸念が当面の間は顕在化しないとしても、一方で、不確実性・不透明性

が高まり、各電源にそれぞれ固有のリスクが存在している現状を踏まえ、原子力、天然ガス、石

炭、石油、水力・地熱、新エネルギーなどが、それぞれの役割に応じてバランスのとれた電源構

成を維持し、様々な事態に対応できる柔軟な供給構造を目指すべきではないか。

○ 供給源で言えば、政策的に天然ガスの一層の利用促進、新エネの可能な限りの導入促進を図

りつつ、特定の資源に過度に依存しないことを目指すべきではないか。その際、電力設備の形成

計画による電源構成や流通構造の変化をチェックしつつ、天然ガスの利用促進など従来講じて

いる政策の拡充・継続、縮小といった機動的対応を行うべきではないか。

○ 化石燃料の枯渇という懸念が当面の間は顕在化しないとしても、一方で、不確実性・不透明性

が高まり、各電源にそれぞれ固有のリスクが存在している現状を踏まえ、原子力、天然ガス、石

炭、石油、水力・地熱、新エネルギーなどが、それぞれの役割に応じてバランスのとれた電源構

成を維持し、様々な事態に対応できる柔軟な供給構造を目指すべきではないか。

○ 供給源で言えば、政策的に天然ガスの一層の利用促進、新エネの可能な限りの導入促進を図

りつつ、特定の資源に過度に依存しないことを目指すべきではないか。その際、電力設備の形成

計画による電源構成や流通構造の変化をチェックしつつ、天然ガスの利用促進など従来講じて

いる政策の拡充・継続、縮小といった機動的対応を行うべきではないか。

１．電力の安定供給確保１．電力の安定供給確保
（１）バランスのとれた供給源の活用

化石燃料の可採埋蔵量と可採年数
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(注)数値は２００２年末　(出所：BP統計)

1兆477億ﾊﾞﾚﾙ 155.78兆m3

9,844.5億㌧

（化石燃料の調達先拡大に係る最近の動向）

・アザデガン油田の評価・開発に関する契約調印

・サハリンⅠプロジェクトによる将来のパイプライン経由の天然ガス供給

・サハリンⅡプロジェクトからのＬＮＧ購入契約（東京電力、九州電力）
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27%

26%

22%

10%

41%

2%

1%1%

27%
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○ 原子力については、電力需要の伸びの鈍化が予想され、大規模電源の位置づけが変化していく中

で、引き続きベースロードの需要に対応した供給源として位置づけるべきではないか。

○ その際、原子炉の高経年化も視野に入れて、今後の原子炉の新増設を一歩一歩着実に進めてい

くとともに、既に運転している原子炉を有効に活用していくとのアプローチが適当ではないか。

○ また、原子力の安定的運転を確保するため、引き続き安全の確保に最大限の努力を傾注すること

はもちろん、広域的な電力融通の円滑化を図るべきではないか。また、原子力関連の技術開発や人

材育成を図ること等を通じて、技術的な基盤を維持していくべきではないか。

○ 原子力については、電力需要の伸びの鈍化が予想され、大規模電源の位置づけが変化していく中

で、引き続きベースロードの需要に対応した供給源として位置づけるべきではないか。

○ その際、原子炉の高経年化も視野に入れて、今後の原子炉の新増設を一歩一歩着実に進めてい

くとともに、既に運転している原子炉を有効に活用していくとのアプローチが適当ではないか。

○ また、原子力の安定的運転を確保するため、引き続き安全の確保に最大限の努力を傾注すること

はもちろん、広域的な電力融通の円滑化を図るべきではないか。また、原子力関連の技術開発や人

材育成を図ること等を通じて、技術的な基盤を維持していくべきではないか。

16基 2,106.8万kW（うち2010年度末 7基 888.3万kW）合計

2011年度
2011年度以降

着工準備中
着工準備中

153.8
153.8

敦賀３号
敦賀４号

日本原子
力発電

2012年3月着工準備中138.3大間電源開発

2010年3月
2012年度
2015年度

着工準備中
着工準備中
着工準備中

137.3
137.3
137.3

島根３号
上関１号
上関２号

中国

2006年3月建設中135.8志賀２号北陸

2005年1月建設中138.0浜岡５号中部

2009年10月
2010年10月

2011年度
2011年度以降

着工準備中
着工準備中
着工準備中
着工準備中

138.0
138.0
138.5
138.5

福島第一７号
福島第一８号
東通１号（東京）
東通２号（東京）

東京

2005年7月
2014年度

2012年度以降

建設中
着工準備中
着工準備中

110.0
82.5

138.5

東通１号（東北）
浪江・小高

東通２号（東北）

東北

2009年12月建設中91.2泊３号北海道

運転開始
時期

状 況出力
(万kW)

発電所名電力

会社

国内の今後の原子力開発計画

出典：平成１５年度電力供給計画

主な先進国の原子力発電開発の現状

出典：世界の原子力発電開発の動向 2002年次報告
注：計画中の８基は、2002年時点での着手済のもの。運転中には「ふげん」を、建設中には「もんじゅ」を含む。

1993年
6月

141,061.5 141,061.5 カナダ

1995年
9月

311,327.3 311,327.3 英国

1989年
4月

192,236.5 192,236.5 ドイツ

2002年
1月

656,034.0 81,031.5 4411.8534,590.7 日本

2002年
4月

596,595.2 596,595.2 仏国

1996年
5月

10310,199.8 10310,199.8 米国

基
数

出力
基
数

出力
基
数

出力
基
数

出力

原子力
発電所
の直近
の運転
開始時

期

合計計画中建設中運転中

国名

[出力：万ｋＷ]
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○ 電力の安定供給に係る種々の新たなリスクへの対応が求められ、電力需要の伸びも徐々に鈍

化していくと見込まれる中で、

①技術進歩による活用可能性の拡大が見込まれ、

②送電線事故の影響を受けにくく、送電ロスの減少が図られ、

③投資の小回りも利く、

などの特徴を有する需要地近接の分散型電源等の多様な供給源について、電源間の公正な競

争を確保し、系統運用にかかる課題の解決など既存の電力系統と調和を図りつつ、その特徴を

生かして活用できる環境を整備すべきではないか 。

○ その際、分散型電源の系統と連系した活用に係る環境整備（電気事業法等の適切な執行、系

統連系に係る早期のルール整備、系統の安定的運用に係る技術開発等）、リスク対応の観点か

らの設備形成計画のチェック、送配電網等の電力流通設備の整備の在り方の検討を行うべきで

はないか。

○ 電力の安定供給に係る種々の新たなリスクへの対応が求められ、電力需要の伸びも徐々に鈍

化していくと見込まれる中で、

①技術進歩による活用可能性の拡大が見込まれ、

②送電線事故の影響を受けにくく、送電ロスの減少が図られ、

③投資の小回りも利く、

などの特徴を有する需要地近接の分散型電源等の多様な供給源について、電源間の公正な競

争を確保し、系統運用にかかる課題の解決など既存の電力系統と調和を図りつつ、その特徴を

生かして活用できる環境を整備すべきではないか 。

○ その際、分散型電源の系統と連系した活用に係る環境整備（電気事業法等の適切な執行、系

統連系に係る早期のルール整備、系統の安定的運用に係る技術開発等）、リスク対応の観点か

らの設備形成計画のチェック、送配電網等の電力流通設備の整備の在り方の検討を行うべきで

はないか。

１．電力の安定供給確保１．電力の安定供給確保

（２）分散型電源等の多様な供給源が活用可能な環境整備（２）分散型電源等の多様な供給源が活用可能な環境整備
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・燃料の安定供給に優れ、ま
た、燃料価格の変動が少なく、
経済性にも優れている。
・政情の安定したカナダ、
オーストラリア等から分散し
て輸入しており、各供給国と
は長期契約を締結。

・建設コストは高いが、燃料
コストが最も低いため、長期
運転により投資回収に優位
性が発揮される。

新設：３３００～３６００億円
増設：１９００～２８００億円

環境アセス：４～６年
建設

*
：（新設）5～7年程度
（増設）4～7年程度

原子力
（100万ｋW級）

・大口取引でないため、国内
市場に置いて機動的に調達
可能。

・大口取引でないため、国内
市場に置いて機動的に調達
可能。

・最近の中国における需要の
伸び等のため、石炭のスポッ
ト価格は複数年契約価格と逆
転し上昇しており、複数年契
約を再び重要視する動きがあ
る。

・従来から長期契約を基本と
しており、同時に配船も固定
化。
・最近は、スポット調達も一
部行われており、自社船を
所有する等、調達の柔軟性
を重視。

燃料調達
の現状

・現時点ではシステム費用が
高く、熱電併給としても経済性
を有するまでに至らない。

・熱電併給とすれば経済性
を有する。

・建設コストは高いが、燃料コ
ストが低いため、長期運転に
より、投資回収に優位性が発
揮される。

・比較的建設コストが低いた
め、原子力・石炭に比べ短期
の投資回収が可能。

電源の
経済性

１．４億円２～３億円
新設：４０００～４１００億円
増設：１１００～２０００億円

新設：２３００～２８００億円
増設：１０００～２４００億円

費用

環境アセス：なし
建設：据付工事のみ（発
電機の製造期間が必要
な場合あり）

環境アセス：なし
建設：据付工事のみ（発
電機の製造期間が必要
な場合あり）

環境アセス：３～４年
建設：（新設）5年程度

（増設）3～4年程度

環境アセス：３～４年
建設：（新設）4年程度

（増設）3年程度期間

燃料電池コジェネ
（200ｋW級）

ガスタービンコジェネ
（1000ｋW級）

石炭
（100万ｋW級）

LNG
（100万ｋW級）

電源開発に要する期間、費用等の比較

＊：平均的な工事期間のみ、通常はこれ以外に地元との調整期間が必要
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6,7756,760

6,470

6,311

6,059

5,658
5,486

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

年度

［kWh］

○ 電力の安定供給には、需要対応としての省エネ対策とピーク需要の低減が極めて重要な役割

を果たすと考えるべきではないか。

○ その際、省エネ対策及び負荷平準化対策としては、機器の導入促進や技術開発といったハード

面での対策のみならず、料金設定や需要管理などの手法を通じて電力供給者の設備形成コスト

が低減される等の効果も踏まえた対策を検討すべきではないか。

○ 電力の安定供給には、需要対応としての省エネ対策とピーク需要の低減が極めて重要な役割

を果たすと考えるべきではないか。

○ その際、省エネ対策及び負荷平準化対策としては、機器の導入促進や技術開発といったハード

面での対策のみならず、料金設定や需要管理などの手法を通じて電力供給者の設備形成コスト

が低減される等の効果も踏まえた対策を検討すべきではないか。

１．電力の安定供給確保１．電力の安定供給確保
（３）徹底した省エネルギーの追求と負荷平準化への取組強化（３）徹底した省エネルギーの追求と負荷平準化への取組強化

５６．３６６．４７０．８５９．８５６．７

イタリアフランス英国米国日本

負荷率の国際比較（２００１年）

出典：海外電気事業統計２００３年版

単位：％

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
（時）

（万kW）

夏

春

冬

１日の電気の使われ方（季節別、平成14年度）

※データはそれぞれ、8月1日（夏）、12月9日（冬）、4月8日（春）。

6,320(15時）

3,830(15時）

5,220(17時）

出典：東京電力

一人当たりの電気使用量の変化
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○ ＣＯ２排出削減に係る２０１３年以降の国際的な対応の枠組みは決まっていないものの、電力分野においても排出削減に
向けて最大限の努力をしていくべきではないか。

○ この際、電力会社によるＣＯ２排出削減対策のみならず、他の主体も含めた電力供給者ごとのＣＯ２排出原単位の活用な
ど、ＣＯ２排出を削減する観点からの需要家による選択がより容易となる仕組みを検討すべきではないか。

○ ２０１３年以降の国際的な取組については、全地球的なＣＯ２排出削減のため、例えば、中国等での高効率石炭火力技術
の導入といった、海外での取組に重点を置くことに、真に意味があるのではないか。その際、日本のエネルギー企業が、そ
の環境優位性を十分に発揮しつつ、市場原理の下で、採算性のある事業を展開できる仕組みを構築することが鍵ではな
いか。なお、２０１２年以前においても、京都メカニズムの活用等による日本の技術等を用いた海外での排出削減努力が期
待される。

○ なお、 ２０１０年を中間点とする京都議定書の第一約束期間に向けては、事業者の自主性と創意工夫が発揮される仕組

みを基本として、電気事業者が自主行動計画において目標としている「ｋＷｈ当たりＣＯ２排出原単位２０％程度低減
（0.34kg-CO2/kWh程度にまで低減）」が実現されるよう促すべきではないか。

○ ＣＯ２排出削減に係る２０１３年以降の国際的な対応の枠組みは決まっていないものの、電力分野においても排出削減に
向けて最大限の努力をしていくべきではないか。

○ この際、電力会社によるＣＯ２排出削減対策のみならず、他の主体も含めた電力供給者ごとのＣＯ２排出原単位の活用な
ど、ＣＯ２排出を削減する観点からの需要家による選択がより容易となる仕組みを検討すべきではないか。

○ ２０１３年以降の国際的な取組については、全地球的なＣＯ２排出削減のため、例えば、中国等での高効率石炭火力技術
の導入といった、海外での取組に重点を置くことに、真に意味があるのではないか。その際、日本のエネルギー企業が、そ
の環境優位性を十分に発揮しつつ、市場原理の下で、採算性のある事業を展開できる仕組みを構築することが鍵ではな
いか。なお、２０１２年以前においても、京都メカニズムの活用等による日本の技術等を用いた海外での排出削減努力が期
待される。

○ なお、 ２０１０年を中間点とする京都議定書の第一約束期間に向けては、事業者の自主性と創意工夫が発揮される仕組

みを基本として、電気事業者が自主行動計画において目標としている「ｋＷｈ当たりＣＯ２排出原単位２０％程度低減
（0.34kg-CO2/kWh程度にまで低減）」が実現されるよう促すべきではないか。

２．環境との調和２．環境との調和 ～温暖化対策への取組～～温暖化対策への取組～

・ 原子力の一層の推進

・ 火力発電熱効率の更なる
向上と火力電源運用方法
の検討

・ 自然エネルギーの普及に
向けた取組

・ 省エネルギーの推進

・ 京都メカニズム活用に向け
た取組

・ 地球温暖化問題に係る技
術開発等

・ 原子力の信頼回復に全力で取り組み、国との連携のもと、原子力立地に向けて最大限努力する。更に
設備利用率のより一層の向上に向け取り組みを進める（定格熱出力一定運転の着実な実施等、最大限
の設備利用率の向上）。

・ LNGコンバインドサイクル発電のガスタービン燃焼温度の向上、石炭ガス化複合発電の技術開発等に
取り組み、更なる高効率化を図る。また、燃料の供給安定性、経済性、環境特性に配慮した火力電源の
運用について検討を行う。

・ 「グリーン電力基金」や「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」等による自然エ
ネルギーの普及促進。

・ 「蓄熱システム」「CO2冷媒ヒートポンプ給湯機」等の普及拡大に取り組むとともに、ライフスタイルの見
直しにつながる情報提供など、省エネルギーに対する取り組みを強化する。

・ 京都議定書における共同実施（ＪＩ）、クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）を目指した電力技術の移転や植林
事業等のプロジェクトに積極的に取り組み、京都メカニズムの活用について検討していく。

・省エネルギーに資する技術や火力発電所排ガス中のCO2回収・処分技術等の研究・開発に取り組む。

電気事業連合会の自主行動計画の達成に向けて
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○ 公平・公正な市場環境の下で、多様な供給主体が適切に競争を行うことを通じて、安定供給と
環境との調和が確保されつつ、効率的な電力供給が行われるよう、改正後の電気事業法の適切
な運用などの環境整備に引き続き取り組んでいくべきではないか。

○ また、従来の業態にとらわれず、多様なエネルギー源を活用しながら、総合的にエネルギー効
率を高めていく方向を追求していくべきではないか。

○ 公平・公正な市場環境の下で、多様な供給主体が適切に競争を行うことを通じて、安定供給と
環境との調和が確保されつつ、効率的な電力供給が行われるよう、改正後の電気事業法の適切
な運用などの環境整備に引き続き取り組んでいくべきではないか。

○ また、従来の業態にとらわれず、多様なエネルギー源を活用しながら、総合的にエネルギー効
率を高めていく方向を追求していくべきではないか。

３．効率性の向上３．効率性の向上

供給主体の多様化
（新規参入事業者の需要家の需要電力量の推移）

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

４年度 ６年度 ８年度 １０年度 １２年度 １４年度

（円/ｋＷｈ）
電灯

電力

電灯・電力計

電力料金単価の推移

新規参入事業者・・特定電気事業者及び特定規模電気事業者

平成１５年の電気事業制度改正のポイント
※法律は一部施行されており、平成１７年４月に全面施行。

・発送配一貫体制の維持
発電から小売まで一貫した体制で電力供給を行う制度を
維持し、一貫体制の下で競争中立性を確保する。

・会計分離等の行為規制を法律に規定
送配電部門の運用監視等を行う中立機関の設立、電力
会社が持つ送配電部門と他部門との会計分離等を規定。

・広域流通の円滑化
パンケーキ問題（発電所から需要家まで電力供給をする
際に、各電力会社の供給区域をまたいで送電するごとに
課金される仕組み）の解消。

・分散型電源の促進
自由化対象の需要家へ電力供給を行う際に、自前の送
電線による供給も可能とする。

・卸電力取引所の創設（法律外事項）
全国規模の任意の卸電力取引市場を創設。

・自由化範囲の拡大
平成１６年４月に５００kW以上、平成１７年４月に５０kW
以上の需要家を対象に小売自由化を認める。全面自由
化については、平成１９年４月を目途に、今般の制度改
正による需要家の選択肢の確保状況等を踏まえて検討
を開始する。

注：ガスについても、平成１６年に５０万m3/年以上、平成１９年
に１０万m3/年以上まで自由化範囲を拡大。


